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お知らせ『りしり富士』 
 

森林に入林される皆さんへ 

建設課建設農林係 

 利尻山の雪解けも進み、待望の山菜採りのシーズンが近づいて参りました。 
 最近では、各地で観光開発や道路交通網の発達、レジャー人口の増加等により森林に入
る人が多くなってきております。 
また、この時期は、乾燥期と重なるため全国各地で毎年山火事が多発しており、当町にお

いても原野の火災が過去に発生しております。 
 山火事発生の主な原因は、煙草・マッチの不始末、ごみ焼きの不始末によるものが全道
的に最も多いというデータがでております。 
 一度山火事が発生すると大切な森林資源を失うばかりでなく、自然環境に及ぼす影響も
非常に大きく、失われた自然がもとどおりになるには長い年月を必要とします。 
 林野火災予防のために次のことを守りみんなの自然、みんなの山を、大切にしましょう。 
 

１．タバコの吸いがらの投げ捨ては絶対にやめましょう。 

１．ゴミは持ち帰り、みんなの山をきれいにしましょう。 

１．原則として林野内での火入れは許可できません。 

１．山菜、竹の子の採取は、森林愛護組合の許可が必要です。 

（各地区の愛護組合長に連絡をとり許可を受けて下さい。） 

１．国有林内の高山植物の採取はできません。 

    （法律により罰せられます。） 

平成３１年度林野火災予防全道統一標語  

 
 

・利 尻 富 士 町  ・宗谷森林管理署利尻森林事務所 
・鴛 泊 森 林 愛 護 組合 連 合 会                1 ・鬼 脇 森 林 愛 護 組合 連 合 会               

 
浄化槽の法定検査を受けましょう（北海道浄化槽協会検査） 

福祉課国保衛生住民係 

浄化槽は維持管理契約をしている保守点検・清掃とは別に毎年１回規定の検査（水質検
査等）を受けるよう義務付けられております。 
今年も５月１４日～５月１７日に北海道知事指定検査機関の「北海道浄化槽協会」によ

る浄化槽検査が実施されますので、必ず検査されますようお願いいたします。 
 

 検査内容  

【法１１条検査】（定期検査） 

    毎年１回、定期的に受けることが義務付けられている検査で、保守点検や清掃が適正に実施さ

れているかどうかを判断するための検査です。 

【法７条検査】（設置後等の水質検査） 

  浄化槽の使用開始後 3 ヶ月（機能が安定するのに必要な時間）を経過した後 5 ヶ月以内に受

ける検査で、浄化槽が適正に設置されていて、正常の機能を果たしているかどうか早い時期に

確認するための検査です。 

～  浄化槽の設置・使用開始・廃止をした場合は届出が必要です  ～  

～  保守点検業者は市町村へ記録票の提出が義務付けられています  ～  
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守ろうよ みんなでつなぐ この森を 



犬の飼主のみなさまへ  ～狂犬病予防注射・混合ワクチンの実施について～ 

福祉課国保衛生住民係 

令和元年度狂犬病予防注射を下記のとおり実施しますので、必ず受けるようお願いいたします。

利尻富士町に犬の登録をされている方には詳しい日程表を後日個別に送付いたしますが、登録さ
れていない方には日程表が送付されませんので、至急役場にて登録手続きをされますようお願い
いたします。 
 

 狂犬病予防注射実施日    令和 元 年 ５ 月 29 日（水） 
 

※ すでに犬の登録をされている方には、会場及び時間帯の通知を後日郵送いたしますので、
そちらをご確認ください。 

※ 生後 90 日以下の犬は予防注射を受けられませんのでご了承下さい。 
 

狂犬病予防注射・畜犬登録料金 
 

 
 

 

 

 

 

 各届出事項             ※ つり銭のないよう料金をご持参下さい。 
 

○犬を新たに飼ったとき【新規登録】 

飼った日から 30日以内に役場にて登録願います。（登録料 3,000円） 

なお、「血統書」がある場合は持参願います。 
 

○飼い犬が死亡したとき【死亡届】 

  死亡した日から 30日以内に役場に届出願います。 
 
○飼い主が変わったとき【変更届】 

  町内の場合～変わった日から 30日以内に役場に届出願います。 

  町外の場合～変わった日から 30日以内に新しい飼い主の住所地役場に届出願います。 
 
○飼い主の住所・飼い犬の所在地が変わったとき【変更届】 

  変わった日から 30日以内に新住所地の役場に届出願います。 
 
 犬猫混合ワクチン実施日    令和 元 年 ６ 月 ８ 日 （土） 

             りぷら前 ９：３０～１１：１０ 
※狂犬病予防注射当日に何種を受診するか伺います。 

※猫の３種ワクチンを受診される方は６月５日(水)までに福祉課に電話下さい。 

℡：82-1113(直通) 

 犬猫混合ワクチン料金 

 

 
 
            
 

区  分 
登録料金

(１頭) 

注射料金

(１頭) 
計 

新規登録飼育者 3,000 円 3,110 円 6,110 円 

登録済飼育者 － 3,110 円 3,110 円 

― 猫３種 犬５種 犬 6 種 犬 9 種 

注射料金 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 

 

 



消費税の軽減税率制度に関する説明会のお知らせ 

稚内税務署 

 本年 10 月 1 日から、消費税及び地方消費税の税率が 8％から 10％に引き上げられるの
と同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。 
つきましては、軽減税率制度についての説明会を次のとおり開催しますので、ご案内し

ます。 
なお、説明会に参加を希望される方は、次の申込先までお電話でお申し込みください。 

《日 時》                《内 容》 
・令 和 元 年 5 月 29 日 （ 水 ）  ① 軽減税率制度の概要 
・11 時 00 分～12 時 00 分       1  1② 制度実施後の帳簿・請求書の記載方法 
《場 所》                           1111111 ③ 中小事業者への支援措置 
・利尻富士町役場  2 階大会議室      111111111111111 ④ 事例紹介 
《対象者》          《定 員》 
・全ての事業者の方            ・30 名  
《主 催》           《共 催》 
・稚内税務署              ・利尻富士町役場、利尻富士町商工会 
《申込先》 
・稚内税務署 法人課税部門 電話：0162-33-1155（代表）内線 5641 
※お電話の際は音声ガイダンスに沿って「2」を選択してください。 
 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 
 

 

 

～弁護士が無料での相談を実施します～ 

主催：旭川弁護士会 

  ◆日時 ：令和元年５月１７日（金曜日） ９時３０分～１２時（お一人３０分） 

◆場所 ：利尻富士町 総合交流促進施設「りぷら」（交流室） 

◆ご予約・お問い合せ・担当弁護士  

：稚内ひまわり基金法律事務所 小田桐 誠 電話番号０１６２-２４-７９００ 

* 予約がなくても相談できますが、予約された方が優先ですのでご了承ください。 

◆相談例 ：借金問題 離婚問題 相続に関する問題 交通事故 労災 刑事事件  

悪徳商法 ご近所トラブル 賃貸借（土地・アパート・マンションなど） その他 

            ～ 相談料は無料ですので、お気軽にご利用ください。～ 

   ※利尻町においても実施しますので、都合の悪い方はこちらに来ていただくことも可能です。 
・日時 場所 ５月１７日（金） １３時～１５時 利尻町交流促進施設どんと 

＊＊名寄公証役場公証人による無料相談会も同日開催です＊＊  

「公正証書」って知ってますか？ 
「大切な方に遺産を残したい」と思ったとき，これを公正証書（「遺言公正証書」と 
いいます。）にしておくと，安全で確実な遺産の承継が可能となります。 
公正証書のことで相談してみたいという方は，上記同日時に相談所を開設します 
のでご利用ください。なお、５月１６日（木）までにご予約をお願いします。 
 

       ※ご予約・お問い合せ：名寄公証役場公証人 電話/FAX ０１６５４-３-３１３１ 

* 予約がなくても相談できますが、予約された方が優先ですのでご了承ください。 
 

  



令和元年度  鬼脇地区フラワーガーデン事業について 

総務課企画調整係 

  今年度も、まちを花で彩る景観整備として「フラワーガーデン事業」を行います。 

鬼脇地区の植込み作業は下記のとおり開催いたしますので、自宅のガーデニングから、

まち全体を花で彩るために、多くのご参加ご協力をお願いいたします。 
 

**********  鬼脇市街地 花苗の植え込み作業日程  ********** 
  
◆と き：令和元年５月２０日（月）  午後１時３０分から 
 
◆ところ：福祉の家付近 
 
◆内 容：プランター及び道々植樹枡への花の植え込み作業 
         （シャベルをお持ちの方は、持参してください） 
 
◆お願い：作業終了後の花壇への水やり、草取り等については、地域の方々 

のご協力をお願いします。なお、その際の水はポケットパークの 
水道の使用は差し支えありませんので、申し添えます。 

 
     ※雨天の場合等で延期の際は IP 告知端末にてお知らせします。 
 

********************************************************* 

※ご質問・お問合せ等は、役場総務課企画調整係  電話 82-1112 まで 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆  
 

 

皆さまのご家庭にある「ＩＰ告知端末機」を使った 

全国一斉情報伝達訓練を実施します！ 

事前の試験放送：令和元年５月１０日（金） 午前１１時００分頃 
 IP 告知端末が新しくなってから、初めての情報伝達訓練となりますので、上記の日程

で事前に試験放送を実施いたしますので、ご協力よろしくお願いします。 

訓 練 放 送：令和元年５月１５日（水） 午前１１時００分頃 
 利尻富士町では、地震・津波災害やミサイル等による武力攻撃などの発生時に、全国

瞬時警報システム（Ｊアラート）で送られる国からの緊急情報を、確実に皆様へお伝え

できるよう、町内の「屋外スピーカー」とご家庭に設置の「IP 告知端末機」からの情報

伝達訓練を行います。この情報伝達訓練は、毎年全国で一斉に行われている訓練ですの

で、試験放送にご協力ください。 

利尻富士町で当日実施する訓練は次のとおりです。 

情報伝達手段 内  容 

ＩＰ告知端末機 

 

 

屋外スピーカー 

各家庭に設置してあるＩＰ告知端末機及び各地区の屋外スピーカー

から、次の放送内容が一斉に放送されます。 

①  チャイム 

② 「これは、Jアラートのテストです。」×３回  

③  放送画面が２０分間表示 
※ この放送は最大音量で放送されますのでご注意下さい。 

※ 放送内容が異なることがありますのでご了承ください。 

注意・災害等とお間違えないようご注意願います。 

・試験放送の中止や内容変更を行う場合があります。 

【お問い合わせ先】 

利尻富士町総務課企画調整係 電話 82-1112 


